
          

                       

か
ら
要
望
の

強
い
、
あ
る
い
は
緊
急
を
要
す
る
３
点
に
つ
い
て

質
問
し
ま
し
た
。 

 

一
、
地
域
公
共
交
通
の
再
編 

 (

川
本
質
問
）
本
年
2

月
に
「公
共
交
通
再
編

の
基
本
計
画
（

 

素
案
）
」
が
発
表
さ
れ
、
国
道

３
０
９
号
線
を
境
に
、
北
部
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

の
利
用
を
、
南
部
は
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
（

 

予

約
制
乗
合
タ
ク
シ
ー
）
を
利
用
す
る
と
し
て
い

ま
す
が
、
そ
の
後
の
見
直
し
は
進
み
ま
し
た
か
。 

 

(

理
事
者
答
弁
） 
停
留
所
を
起
点
と
し
て
、
ど

こ
ま
で
何
名
を
運
ん
で
い
る
の
か
、
デ
ー
タ
を
確

認
し
て
い
る
。 

 (

川
本
質
問
）デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
が
2
台
で
い
い

の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
定
員
の
検
討
も
行
い
持

続
可
能
な
運
行
計
画
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
こ

れ
ら
の
見
直
し
を
す
る
に
は
ど
の
機
関
で
承
認

が
必
要
で
す
か
。  

 (

理
事
者
答
弁
） 

見
直
し
を
承
認
す
る
機
関
は
、

市
議
会
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
公
共
交
通
御

所
市
協
議
会
（

 

近
鉄
・奈
良
交
通
・利
用
者
代

表
・市
長
等
で
構
成
）
で
了
解
を
得
る
必
要
が

あ
る
。 

 (

川
本
質
問
）実
証
実
験
の
開
始
は
い
つ
頃
を
予

定
し
て
い
ま
す
か
。 

 (

理
事
者
答
弁
）補
正
予
算
を
９
月
議
会
か
12

月
議
会
に
提
案
し
、
必
要
な
手
続
き
を
経
て
、

来
年
度
の
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
実
証
運
転

を
開
始
し
た
い
。 

 (

川
本
質
問
）市
民
の
み
な
さ
ん
は
、
１
日
も
早

く
改
善
を
求
め
て
お
ら
れ
る
。
9

月
議
会
に

補
正
予
算
を
提
出
す
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。 

交
通
は
単
に
人
の
移
動
問
題
で
は
な
く
人
と

人
の
心
の
つ
な
が
り
を
進
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
に
は
死
活
問
題
と
と
ら

え
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。 

          

  

二
、
御
所
市
役
所
旧
館
の
耐
震
補
強 

 (

川
本
質
問
）本
年
３
月
議
会
で
、
市
長
は
、
市

役
所
の
耐
震
問
題
に
つ
い
て
「基
本
は
建
て
替
え

だ
が
、
旧
館
の
耐
震
補
強
に
つ
い
て
も
研
究
し

た
い
」と
答
弁
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
進
捗
状

況
は
い
か
が
で
す
か
。 

 (

市
長
答
弁
）前
回
答
弁
通
り
、
基
本
は
建
て
替

え
だ
が
耐
震
補
強
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
耐
震
改
修
方
法
を
決
定
す

る
設
計
が
必
要
。
そ
の
た
め
の
予
算
を
9
月
か

12
月
に
は
補
正
予
算
を
提
案
し
た
い
。 

 (

川
本
質
問
）補
正
予
算
は
9
月
議
会
に
提
案

し
て
も
ら
い
た
い
。
来
庁
す
る
市
民
や
市
職
員

の
生
命
に
関
わ
る
問
題
で
、
緊
急
を
要
し
ま

す
。 

 (

市
長
答
弁
）
9
月
あ
る
い
は
12
月
議
会
に
緊

急
防
災
事
業
債
等
の
扱
い
も
含
め
財
源
を
明

ら
か
に
し
た
補
正
予
算
を
提
案
す
る
。 

 

三
、
「会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
」 

  (

川
本
質
問
）２
０
２
０
年
4
月
か
ら
開
始
さ
れ

る
こ
の
制
度
は
、
す
べ
て
の
臨
時
・ 

非
常
勤
職

員
が
対
象
と
な
る
が
、
対
象
と
な
る
臨
時
・

 

非
常
勤
職
員
及
び
正
規
職
員
の
人
数
は
こ
の

6
月
1

日
現
在
で
そ
れ
ぞ
れ
何
人
で
す
か
。 

 (

理
事
者
答
弁
）
一
般
職
非
常
勤
職
員
51
名
、

臨
時
的
任
用
職
員
64

名
、
正
規
職
員
３
２
６

名
と
な
っ
て
い
る
。 

 (

川
本
質
問
）
そ
う
す
る
と
、
臨
時
・ 

非
常
勤

職
員
の
合
計
は
１
１
５
名
で
、
４
人
に
１
人
が
非

正
規
職
員
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
方
々
は
、
本
格
的
・

 

恒
常
的
業
務
を
担
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
は
正
規
の
3
分

の
1

か
ら
半
分
程
度
、
任
用
期
間
は
半
年
か

1

年
の
期
限
付
き
で
、
年
休
や
各
種
休
暇
で

も
正
規
職
員
と
差
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
新

し
い
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
と
パ

ー
ト
タ
イ
ム
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
給

料
面
で
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。 

 (

理
事
者
答
弁
）
フ
ル
タ
イ
マ
ー
に
は
期
末
手
当

や
退
職
手
当
を
支
給
す
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
に
は
退
職
手
当
は
支
給
し
な
い
が
期
末
手

当
は
支
給
す
る
よ
う
に
し
た
い
。 

 (

川
本
質
問
）
同

一
労
働
・

 

同

一
賃
金
の
原
則

に
基
づ
い
て
対
応
願
い
た
い
。
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ

プ
ア
ー
（

 

働
い
て
も
貧
し
い
生
活
）
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
久
し
い
が
、
す
べ
て
の
公
務
労
働

者
が
住
民
の
願
い
を
受
け
と
め
て
生
き
生
き
と

仕
事
が
で
き
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
と
思
う

が
、
市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。 

 (

市
長
答
弁
）市
民
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
す
る
よ
う

に
人
事
諸
制
度
も
順
次
整
備
し
て
い
き
た
い
。 

 

(

川
本
質
問
）今
回
の
「会
計
年
度
任
用
職
員 

制
度
」が
自
治
体
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ 

（

 

外
部
委
託
）
拡
大
と
、
そ
れ
に
よ
る
臨
時 

・

 

非
常
勤
職
員
の
削
減
に
つ
な
が
る
こ
と
の 

な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。 
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「所
得
税
法
第
56

条
廃
止
」 

意
見
書
採
択
さ
れ
る
。 

6

月
定
例
会
で
家
族
従
業
員
の
働
き

分
を
認
め
な
い
所
得
税
法
第
56

条
の
廃

止
を
求
め
る
意
見
書
が
全
会

一
致
で
採

択
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
意
見
書
は
、
生
川
議
員
と
私
の
連

名
で
提
出
し
た
も
の
で
す
。 

現
在
、
事
業
主
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ

る
家
族
従
業
者
の

「働
き
分
」
は
配
偶
者

の
場
合
は
86

万
円
、
配
偶
者
以
外
の
家
族

は
50

万
円
だ
け
で
す
。
家
族
従
業
者
は
こ

の
わ
ず
か
な
控
除
が
所
得
と
み
な
さ
れ

る
た
め
、
社
会
的

・
経
済
的
に
も
自
立
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
家
業
を

一
緒
に
や
り
た
く
て
も
で
き
な
い
こ
と

が
後
継
者
不
足
に
拍
車
を
か
け
て
い
ま

す
。 こ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
御
所
市
議
会

は
、
「所
得
税
法
第
56

条
廃
止
」
の
意
見
書

を
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
あ
て
提

出
し
ま
し
た
。 
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３
番
、
川
本
雅
樹
で
ご
ざ
い
ま
す
。

議
長
の
発
言
許
可
を
得
ま
し
た
の
で
、

先
に
通
告
し
て
お
り
ま
す
３
点
に
つ
い

て
質
問
を
い
た
し
ま
す
。 

１
点
目
は
、
地
域
公
共
交
通
の
再
編

に
関
す
る
課
題
で
す
。 

今
年
２
月
に

「御
所
市
の
公
共
交
通

再
編
の
基
本
計
画

（素
案
」
が
示
さ
れ

ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
御
所
市
を
大
き

く
国
道
３
０
９
号
線
を
境
に
北
部
と
南

部
に
分
け
て
、
北
部
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
を
採
用
し
、
そ
の
本
数
を
西
コ
ー

ス
、
東
コ
ー
ス
と
も
そ
れ
ぞ
れ
１
日
８

便
程
度
に
増
や
し
、
所
要
時
間
を

一
周

50
分
～
55
分
に
短
く
す
る
。 

（た
だ
し
、
朝
の
一
便
の
み
、
西
コ

ー
ス
は

「か
も
き
み
の
湯
」
か
ら
、
東

コ
ー
ス
は

「吉
野
口
駅
」
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
出
発
し
、

「近
鉄
御
所
駅
」
に
９
時

過
ぎ
に
到
着
す
る
）
料
金
は
２
０
０

円
、
と
い
う
素
案
が
示
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
南
部
は
、
予
約
制
デ
マ
ン
ド

タ
ク
シ
ー
を
採
用
し
、
自
宅
付
近
の
現

在
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
停
留
所
か

ら
、
御
所
市
役
所
、
近
鉄
御
所
駅
、
ラ

イ
フ
御
所
店
、
済
生
会
御
所
病
院
な

ど
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
目
的
地

に
運
ん
で
く
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。

利
用
時
間
帯
は
午
前
８
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
、
料
金
は

一
人

一
乗
車
５
０
０

円
、

（70
才
以
上
は

一
人

一
乗
車
３
０

０
円
）
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
そ
の

後
の
見
直
し
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
か
、
お
尋
ね
し
ま
す
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
実
施
に
は
本
議
会

で
の
同
意
を
は
じ
め
、
様
々
な
関
係
機

関
と
の
手
続
き
が
必
要
か
と
思
い
ま
す

が
、
具
体
的
に
は
、
ど
こ
と
ど
ん
な
手

続
き
が
必
要
か
お
示
し
く
だ
さ
い
。
さ

ら
に
、
実
証
運
行
の
開
始
は
、
い
つ
ご

ろ
を
目
標
と
さ
れ
て
い
る
か
、
お
示
し

く
だ
さ
い
。 

２
点
目
は
、
御
所
市
役
所
旧
館
の
耐
震

補
強
に
つ
い
て
で
す
。 

 

今
年
の
３
月
定
例
会
で
私
は
市
役
所

の
耐
震
診
断
結
果
と
そ
の
対
応
に
つ
い

て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
中
で
市
長
は

「基
本
は
建
て
替
え
だ

け
れ
ど
も
、
耐
震
補
強
に
つ
い
て
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
研
究

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
お
答
え
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
何
ら
か
の

研
究
は
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
お
示

し
く
だ
さ
い
。 

市
役
所
の
建
物
は
、
安
全
の
社
会
的

重
要
度
か
ら
し
て
特
別
な
考
慮
が
必
要

な
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で

す
。 

「会
計
年
度
任
用
職 

員
制
度
」
に
つ
い
て 

最
後
に
、

「会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
」
に
つ
い
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
２
０
１
７
年
5
月
17

日
、

「地

方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（以
下

「改
正
法
」

と
い
う
）
」
が
公
布
さ
れ
、
２
０
２
０

年
4
月
1

日
か
ら

「会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
臨
時
職
員

・
非

常
勤
職
員
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
ま
ず
、
お
尋
ね
し
ま
す
。
２
０
１
９

年
6
月
１
日
現
在
で
、
特
別
職
非
常
勤

職
員
、

一
般
職
非
常
勤
職
員
、
臨
時
的

任
用
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
お
ら
れ
ま

す
か
、
お
示
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
正

規
職
員
の
人
数
も
お
示
し
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
今
回
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
会

計
年
度
任
用
職
員
は
、

「
一
会
計
年
度

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
お
か
れ
る

一
般

職
の
非
常
勤
の
職

（改
正
地
公
法
第
28

条
の
5
第
1
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤

務
の
職
を
除
く
）
」
と
な
り
ま
す
が
、1

週
間
あ
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
応

じ
て
、
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
と
同

一

で
あ
る
フ
ル
タ
イ
ム
職

（
一
般
的
に
週

38
時
間
45
分
）
と
、
常
勤
職
員
の
勤
務

時
間
未
満
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
職
に
分
け

ら
れ
ま
す
。
給
与
体
系
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
の
場
合
、
給
料
、
旅
費
は
支
給
義
務

が
あ
り
、
期
末
手
当
や
地
域
手
当
、
退

職
手
当
等
す
べ
て
の
手
当
が
対
象
と
し

て
支
給
可
能
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
御

所
市
と
し
て
こ
れ
ら
の
適
用
を
考
え
て

お
ら
れ
ま
す
か
。 

ま
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
場
合
は
、

報
酬
は
支
給
義
務
、
費
用
弁
償
は
受
給

可
能
、
期
末
手
当
の
み
が
支
給
可
能
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え

て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、

給
与
の
他
に
も
育
児
休
業
や
条
件
付
任

用
に
関
す
る
様
々
な
条
例
や
規
則
を
整

備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た

め
に
も
職
員
団
体
と
の
十
分
な
協
議
が

必
要
不
可
欠
で
す
。
最
後
に
、
今
回
の

法
改
正
に
伴
っ
て
、
予
算
の
増
額
が
見

込
ま
れ
ま
す
が
、
お
お
ま
か
な
見
通
し

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
質
問
は
以
上

で
す
。
回
答
は
自
席
で
伺
い
、
再
質
問

も
自
席
か
ら
行
い
ま
す

 市会議員の最初の                        

壇上での一般質問（全文）は下記のとおりです。 
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